
退去に伴うご注意とお願い 

 

弊社管理物件に長らくのご入居、誠にありがとうございました。 

退去に伴う下記事項につきまして、ご確認頂きますようお願い致します。 

 

退去の届出 別紙「契約解約申込書」に必要事項をご記入頂き、弊社までご返送ください。退

去立会日時につきましては、出来る限りご希望に沿うよう調整させて頂きます。 

契約終了日 賃貸借契約書の解約の条項に基づき、届出日の翌日から 1 ヶ月以上の予告期間が

必要です。（物件により 3～6 ヶ月の解約予告期間が必要です。ご確認ください。） 

賃料等 契約終了日以前に住宅を退去されても、契約終了日まで賃料が発生します。 

公共料金等 電気・ガス・水道・電話等の利用中止につきましては、各供給機関に前もって連

絡の上、退去日までの料金を精算してください。（円昭が水道検針を行っている物

件にご入居の場合、水道局への利用停止連絡は必要ございません。） 

郵便物、新聞等 お近くの郵便局に転居届を出しておくことで、1 年間、旧住所あての郵便物を新

住所に無料で転送されます。 

新聞等を購読されている方は、当該販売店に転居による解約・精算等をしてくだ

さい。 

引越 引越作業の際は、部屋や共用部に傷などが付かないよう、ご注意ください。 

ゴミ 退去に伴い多くのゴミが出るかと思いますが、お住まいの地域のゴミ収集日を考

慮頂き、計画的なゴミ出しをしてください。ごみ出しは日時や場所・方法を守ら

ないと不法投棄となり処罰の対象になりますので、ご注意ください。 

修繕、原状回復 入居者にかかる修繕及び取替えを、当方に依頼される場合には、その工事に要す

る費用を負担して頂くことになりますので、あらかじめご了承ください。 

退去立会（明渡し） 退去は、物件を明け渡し、鍵を返還した時に完了したものと認定します。なお、

鍵の返還以降は、契約終了日以前でも住宅の使用はできません。 

退去立会時には、鍵を返却頂き、住宅の修繕・原状回復箇所の確認をさせて頂き

ます。その場にて返金金額を提示させて頂きます。 

保証金・敷金 保証金・敷金は、賃料及び修繕費等の支払債務が残っている場合には、その債務

金額を控除した残金を、ご指定の金融機関の預貯金口座に振り込みます。また、

修繕負担が保証金を越える場合は、別途請求させて頂きます。 

その他 クレジットカード・携帯電話等、各種登録住所の変更をお願いします。 

賃料等の振込みで自動送金サービスをご利用されている方は銀行にて解約手続

きをしてください。 
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